
１

２

（別紙図面のとおり）

３ 別紙事業内訳書のとおり

４ 令和 年 月 日 から

令和 ８ 年 ７ 月 31 日 まで

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

５ 金

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

金 ）

〔注〕（　）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

６ 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

分の

７ 支給材料及び貸与物件

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

品名 品質規格 数量 引渡予定場所 引渡予定月日

× 前金払 以内 第35条第1項

× 第38条

× 中間前金払 第35条第4項

部分払　　　 回以内

× 支給材料及び貸与品 第15条

× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号

× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号

× 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号

× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号

選 択 条 項

適用削除区分 選択事項 選択条項

× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号

事 業 場 所 高知県幡多郡黒潮町入野　入野東浜林国有林104林班い小班

事 業 量

事 業 期 間

請 負 金 額

（造請－42） （案）

事 業 名 松くい虫防除事業（入野東浜林104い林小班　薬剤地上散布作業）

松くい虫防除事業請負契約書



実にこれを履行するものとする。

分任支出負担行為担当官氏名

四万十森林管理署長　増原　俊光

請負者 住所

氏名

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

発注者 住所 高知県四万十市中村丸の内1707-34

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

本契約書及び令和８年３月17日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款及び

国有林野事業造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠



（造請－43）

記入 面積

番号 （数量） スギ ヒノキ 計

第1回目
自 契約締結日の翌日
至 令和　年　月　日

第2回目
自 令和　年　月　日
至 令和８年７月31日

第1回目
自 契約締結日の翌日
至 令和　年　月　日

第2回目
自 令和　年　月　日
至 令和８年７月31日

1.本数伐採率は実地調査（収穫調査）の本数伐採率とする。
2.樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は（本）、除伐２類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率（％）、下段
はha当たりの目安伐採本数（本）である。

6.53ha×2回　0.53ha×2回
 計 14.12 ha

薬剤数量：141.2ℓ

1 地上散布 入野東浜林 104い 13.06 ha

1 ローター散布 入野東浜林 104い 1.06 ha

事業期間等作業種 国有林名 林小班 単位
樹種・本数

事　 業 　内 　訳 　書



材 料 仕 様 書

１ この仕様書に定めた材料は、請負者が購入することとする。

２ 材料の規格及び数量

（１）農林水産省登録農薬とする。

（２）材料は以下の条件を満たす品質規格同等品とする。

種類 製剤 有効成分の種 そ の 他成 物理的化 規格 数量 備考

毒性 類（含有量） 分の種類 学的性状

（含有量）

アセタミプ 普通物 （Ｅ）－Ｎ＾１－ 有機溶媒、 無色澄明 10ℓ 14缶

リド液剤 ［（６－クロロ－３ 界面活性剤 水溶性液 1ℓ 2本

－ピリジル）メチ 等(98.0%) 体

ル］－Ｎ＾２－シ

アノ－Ｎ＾１－メ

チルアセトアミジ

ン(2.0%)

３ 請負者は、２を購入した場合は、遅滞なく納品書を監督職員へ提出し、監督職員

の検査に合格したものを使用する。

４ 請負者は、監督職員の検査後、常に材料の状態に注意し適正な保管に努めなけれ

ばならない。



松くい虫防除薬剤地上散布

仕 様 書

１ 総 則

(1) 松くい虫防除薬剤地上散布業務の実施にあたっては、造林事業契約約款及び本仕

様書によるほか実施の細部については、監督職員の指示に従うこと。

事業中においても必要事項については、監督職員の指示により実施すること。

(2) 本仕様書及び図面に疑義があるときは、監督職員の指示による。

２ 区域の表示

別紙図面により確認すること。

３ 散布対象木

別紙図面の区域内の松立木に散布すること。

４ 散布薬剤と散布回数等

散布薬剤の種類・数量・希釈濃度・散布回数等は、次のとおりとする。

原 液 希 釈 液

散 布
散 布 備 考

品 名 規 格 剤 型 ha当り 総 薬 希 釈 ha当り 総 散

面 積 薬剤量 剤 量 濃 度 散布量 布 量 回 数

6.53 10 130.6 100 1,000 13,060 2 地上

ha ℓ ℓ 倍 ℓ ℓ 散布

0.53 10 10.6 100 1,000 1,060 2 ﾛｰﾀｰ

ha ℓ ℓ 倍 ℓ ℓ 散布

品名・規格・剤型については、別紙「材料仕様書」による。

５ 散布要領

(1) 散布用器具は、動力噴霧器を使用し、第４項の散布量に基づき、松の樹冠及び枝

条の表面がぬれ、薬液がしたたり落ちる程度に全面にむらなく散布すること。

(2) 散布に当たっては、あらかじめ一定本数に対する所定薬液量を散布し、目安をつ

けたうえで、業務に着手すること。

(3) 薬剤の散布は、晴天又は曇天の日を選んで実施する。

立木が濡れている場合、降雨直後及び散布直後に降雨が予想される場合、並びに強

風の場合は散布しないこと。

(4) 薬剤散布に当たっては、あらかじめ監督職員に日時を連絡し立会を求めること。

(5) 公害防止のための処置、及び薬剤取扱いの細部については、監督職員の指示に従

うこと。



６ その他

(1) 薬剤の空容器は、監督職員の検査を受けたのち、その指示に従うこと。

(2) 薬剤の散布事業中は、マスク・手袋・長袖上着・保安帽を着用して、露出部を少

なくし、必要に応じ保護メガネ及び雨合羽を着用すること。

(3) 皮膚に薬剤が付着したとき及び事業終了後は、石鹸で露出部をよく洗うとともに

ウガイをする。

(4) 人家、桑畑等の危被害対象物の付近で散布するときは、薬液の飛散流出状況を常

にチェックし、第三者に損害を及ぼさないよう十分注意するとともに、人や家畜類

を近寄らせないよう注意すること。

(5) 薬剤散布に使用した器具は、事業終了の都度水洗いをする。

水洗いの場所は、河川等で行わず、監督職員の指定した場所で行うこと。



S= 1/20,000

令　和　８　年　度

松くい虫防除事業（入野東浜林104い林小班　薬剤地上散布作業）請負箇所　位置図

入野東浜林国有林104林班い小班

（浮鞭森林事務所）

人員輸送車

徒　歩

請負予定地

作業中心地

乗下車地点

黒潮町役場本庁

凡　　例

通勤
経路

距離(km) 時間(分)

1 入野東浜林 104い
地上散布

ローター散布
黒潮町

役場本庁
1.6 3

計 1.6 3

備考記番 国有林 林小班 作業種 起点
通勤距離・時間（片道）



62

17

32

18

69

19

28

11

46

3

区域面積 請負区域
(ha) 天Ⅱ（ha） 除地（ha） 面積(ha)

地上散布 104い 6.53 13.06 ２回実施
ﾛｰﾀｰ散布 104い 0.53 1.06 ２回実施

計 7.06 14.12

1

作　業　内　訳　表

記番 作業種 林小班
控除面積

備考

令　和　８　年　度

松くい虫防除事業（入野東浜林104い林小班　薬剤地上散布作業）請負箇所　実測図

入野東浜林国有林104林班い小班

（浮鞭森林事務所）

S= 1/5,000

地上散布

ローター散布

凡　　例


